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国土交通省三重河川国道事務所三重四川災害対応連絡会 
規    約 

                                     
                              第１章 総   則 
 
（名 称） 
 第１条 本会は、「国土交通省三重河川国道事務所三重四川災害対応連絡会」（略称：    

「三重四川災害対応連絡会」）と称する。 
          
（目 的） 
  第２条 本会は河川法、水防法及び災害対策基本法の趣旨に基づき国土交通省三重河

川国道事務所管内の水害防止、軽減を図るため関係機関相互の情報共有化及び水害時に

おける協力・連携を図り、もって水防対策の万全を期することを目的とする。 
 
（会 務） 
  第３条 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。 
        １．災害関連情報（雨量・水位情報、既往出水状況、被災状況、復旧支援等） 

の共有化に関すること。 
        ２．迅速な水防関連情報の伝達に関すること。 
        ３．円滑かつ適切な水防活動の取組に関すること。 
        ４．合同河川巡視に関すること。 
        ５．情報伝達演習、ロールプレイング演習等の実施に関すること。 
        ６．ハザードマップ整備における支援及び情報交換に関すること。 
        ７．水防・防災に関する啓発活動に関すること。 
        ８．現状の水害リスク情報や取組状況の共有に関すること。 
        ９．円滑かつ迅速な避難、氾濫水の排水を実現するための取組、ダム運用の 

取組に関すること。 
        10．河川管理施設の整備に関すること。 
        11．減災対策のフォロ－アップに関すること。 
        12．その他本会の目的を遂行するため必要と認められる事項 
 
（組 織） 
 第４条 本会は別表－１に掲げる機関をもって組織する。 
        １．本会は、全体委員会、鈴鹿川委員会、雲出川委員会、櫛田川委員会、宮川

委員会（以下「委員会」と称する。）及び幹事会で構成する。 
    ２．本会は、必要に応じて専門的な知識を有する者等の出席を求め、意見等を

聴くことができる。 
 
                              第２章 役   員 
 
（役 員） 
  第５条 本会には次の役員を置く。 
        １．会  長  １ 名 
        ２．副 会 長  若干名 
        ３．委  員  若干名 



        ４．幹 事 長  １ 名 
        ５．副幹事長  １ 名 
        ６．幹  事  若干名 
 
（会 長） 
  第６条 会長は、本会を代表し会務を総轄する。 
        １．会長は、三重河川国道事務所長をもってこれにあてる。 
 
（副会長） 
  第７条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 
        １．副会長は三重河川国道事務所副所長（事務）、三重県県土整備部施設災害 

対策課長及び市町村の代表者の中から会長が委嘱する。 
 
（委 員） 
  第８条 委員は会務を評議する。 
        １．委員は別表－２に掲げる者をもってこれにあてる。 
         
（幹事長） 
  第９条 幹事長は、幹事会を運営し本会の業務を処理する。 
        １．幹事長は三重河川国道事務所副所長（河川）をもってこれにあてる。 
 
（副幹事長） 
 第 10 条 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代行す

る。 
    １．副幹事長は三重県県土整備部施設災害対策水防対策班長をもってこれにあ 

てる。 
 
（幹 事） 
  第 11 条 幹事は、会務の企画立案及び相互の連絡調整にあたる。 
        １．幹事は別表－３に掲げる者をもってこれにあてる。 
 
（顧 問） 
 第 12 条 本会には、必要に応じ顧問を置くことができる。 
     １．顧問は、会長が委嘱し会長の諮問に答えるものとする。 
 
                              第３章 運   営 
 
（委員会） 
  第 13 条 本会の運営は、委員会の決議による。 
        １．委員会は、毎年出水期前及び会長が必要と認めたとき会長が招集する。 
                                    ※1 

        ２．委員会の議長は、会長がこれにあたる。 
 
           ※１ はん濫危険水位を超えた出水後、重大な被害が発生した時等。 
 



  (幹事会）                              
第 14 条 幹事会は、幹事長が必要と認めたとき幹事長が招集し、会務の企画立案に 

                   ※２ 

あたる。 
           ※２ はん濫危険水位を超えた出水後、重大な被害が発生した時等。 
 
（事務局） 
  第 15 条 本会の事務局は、三重河川国道事務所調査第一課内に置く。 
        １．事務局職員は、三重河川国道事務所調査第一課職員とする。 
        ２．事務局職員は、幹事長の指示を受け事務を処理する。 
 
                              第４章 そ の 他 
 
（規約の改正） 
  第 16 条 本規約の変更は、委員会の決議によらなければならない。 
 
（附 則） 
  第 17 条 この規約は平成１７年１０月２４日から実施する。 
                平成１８年 ６月２２日 一部改正 
                     平成１９年 ５月２８日 一部改正 
                     平成２０年 ５月３０日 一部改正 
                     平成２１年  ６月 ４日 一部改正 
                     平成２２年 ６月２２日 一部改正 
                     平成２３年  ５月２５日  一部改正 
                     平成２４年  ５月２９日  一部改正 
           平成２６年  ５月３０日  一部改正 
                     平成２７年  ５月２５日  一部改正 
            平成２８年 ４月２６日  一部改正  



別表－１ 
 
 
 国土交通省 三重河川国道事務所 
      〃        蓮ダム管理所 
    〃    気象庁津地方気象台  
 三 重 県  県土整備部 
   〃        四日市建設事務所   
   〃    鈴鹿建設事務所 
   〃        津建設事務所 
   〃    松阪建設事務所 
   〃        伊勢建設事務所 
   〃    四日市市    
   〃    鈴鹿市         
   〃    亀山市        
   〃        津     市         
   〃    松  阪  市        
   〃    伊  勢  市        
   〃    多  気  町       
      〃        明  和  町 
   〃    玉  城  町         
     
 
 
  



別表－２ 
 
 
 会   長 国土交通省三重河川国道事務所    事務所長 
 
 副 会 長 国土交通省蓮ダム管理所              管理所長（櫛田川水系） 
   〃   国土交通省三重河川国道事務所    副所長（事務）（全水系） 
     〃     三重県県土整備部施設災害対策課   課長（全水系） 
           
委   員 四日市建設事務所       建設事務所長（鈴鹿川水系） 

   〃   鈴鹿建設事務所              建設事務所長（鈴鹿川水系） 
   〃   津 建 設 事 務 所              建設事務所長（雲出川水系） 
   〃   松阪建設事務所             建設事務所長 （雲出川・櫛田川水系） 
   〃   伊勢建設事務所              建設事務所長（宮川水系） 
   〃   四 日 市 市            市長（鈴鹿川水系） 
   〃   鈴 鹿 市         市長（鈴鹿川水系） 
   〃   亀 山 市          市長（鈴鹿川水系） 
   〃      津 市         市長（雲出川水系） 
   〃   松 阪 市          市長（雲出川・櫛田川水系） 
   〃   伊 勢 市          市長（宮川水系） 
   〃   多 気 町          町長（櫛田川水系） 
      〃      明 和 町           町長（櫛田川水系） 
   〃   玉 城 町         町長（宮川水系） 
   〃   国土交通省気象庁津地方気象台 台長（全水系） 
      〃   国土交通省三重河川国道事務所 副所長（河川）（全水系） 
 
鈴鹿川委員会 

   三重河川国道事務所長、三重県県土整備部施設災害対策課長、四日市建設事務所長、 
鈴鹿建設事務所長、四日市市長、鈴鹿市長、亀山市長、気象庁津地方気象台長 

     
  雲出川委員会 
    三重河川国道事務所長、三重県県土整備部施設災害対策課長、津建設事務所長、 

松阪建設事務所長、津市長、松阪市長、気象庁津地方気象台長 
       
  櫛田川委員会 
    三重河川国道事務所長、蓮ダム管理所長、三重県県土整備部施設災害対策課長、 

松阪建設事務所長、松阪市長、多気町長、明和町長、気象庁津地方気象台長 
       
  宮川委員会 
    三重河川国道事務所長、三重県県土整備部施設災害対策課長、伊勢建設事務所長、   

伊勢市長、玉城町長、気象庁津地方気象台長 
 
 
 
 



別表－３ 
 
 
 幹 事 長   国土交通省三重河川国道事務所   副所長（河川） 
 
 副幹事長    三重県県土整備部施設災害対策課  水防対策班長 
 
 
 幹   事      〃  四日市建設事務所            保全室長 
      〃      〃 鈴鹿建設事務所       保全室長      
   〃      〃 津建設事務所        保全室長        
     〃            〃  津建設事務所        ダム管理室長 
      〃            〃  松阪建設事務所              保全室長 
   〃      〃 松阪建設事務所       ダム管理室長      
   〃      〃 伊勢建設事務所       保全室長      
     〃     四 日 市 市          担当課長      
   〃     鈴  鹿  市          担当課長      
   〃     亀  山  市          担当室長      
   〃          津     市          担当室長      
   〃     松  阪  市          担当課長      
      〃     伊  勢  市          担当課長      
   〃     多  気  町          担当課長      
   〃      明  和  町                   担当課長      
   〃     玉  城  町          担当課長      
      〃          国土交通省気象庁津地方気象台      防災管理官 
      〃          国土交通省蓮ダム管理所         専門官 
   〃     国土交通省三重河川国道事務所   河川管理課長 
   〃        〃             調査第一課長      
   〃        〃             工務第一課長             
   〃        〃             計画課長      
   〃        〃             河川占用調整課長  
   〃        〃             防災課長     
   〃        〃             鈴鹿出張所長      
   〃        〃                          雲出川出張所長    
   〃        〃                          櫛田川出張所長    
   〃            〃                          宮川出張所長      
                                                                     



資料 1 
 

平成 28 年度三重四川災害対応連絡会 第 1 回鈴鹿川委員会 議事概要 
 
１ 日 時：平成 28 年 7 月 1 日（水）15:00～16:00 
 
２ 会 場：鈴鹿市河川防災センター２階会議室 
 
３ 出席者：委員会構成員 

四日市市 田中俊行市長（代理：塚田博副市長） 
  鈴鹿市 末松則子市長 
  亀山市 櫻井義之市長 
  三重県 県土整備部 施設災害対策課 倉田正明課長 
      同四日市市建設事務所 幸阪芳和所長 
      同鈴鹿建設事務所 山口尚茂所長 
  気象庁 津地方気象台 日当智明台長（代理：松木晃一郎防災管理官）   
  国土交通省 三重河川国道事務所 川村謙一所長 
 
４ 議 事：１．平成 27 年 9 月鬼怒川決壊の概要 
      ２．水防災意識社会再構築ビジョンについて 
      ３．現状の水害リスク情報や取組状況の共有 
      ４．減災のための目標（案）及び取組例について 
      ５．今後のスケジュールについて 
 
５ 議事概要 
・5 年間で達成すべき目標、目標達成に向けた取組について確認し、了解を得た 
［出席者の主な発言］ 
・市の防災計画を見直している。平成 24 年の台風 17 号では鈴鹿川上流域で時間 80mm 以上の

雨が降った。鈴鹿川右岸では堤防を越えて水が耕作地に流入し、関係者の間では想定外の災

害だった。まだ暫定堤防が残っており、早期の対応が必要。 
・鈴鹿川の河床が上がっている。支川への逆流や氾濫が起こる恐れがある構造になっている。

これにどう対応していくか地元は大事なことだと認識。河川整備は下流より行われるため、

上流側の整備が遅れていることが不安。英知を結集して頂きたい。 
・気象台、国の ICT の活用により情報の提供や共有が進んできている。メディアとの連携や関

係機関との情報共有により、流域の住民に適切に情報を提供できることが良いことである。

自治体としても有効に活用したい。 
・関東・東北豪雨の説明を受け、改めて事前対策、発災時の的確な対策、迅速な対応、その後

の対応がいかに大切かを再認識。住民からも心配の声が上がっている。事前防災に力を入れ

なくてはならないと痛感。 
・常総市役所が浸水して災害対策本部の運営に支障をきたした。市の公共施設や防災施設が浸

水することもあるので、防災本部をどう運営するかを考えている。関係機関と情報を共有し、

住民の生命や資産を守るために対応したい。 
・風水害対策に対する避難勧告等の判断・伝達マニュアルを改定した。現在、関東・東北豪雨

を受けて精査を進めている。鈴鹿川の氾濫時の避難勧告、避難指示などの基準となる水位の

見直しについてもしっかり取り組んでいきたい。 
・平成 22 年にブロック別のハザードマップを作成。平成 26 年に大雨特別警報が発表された際

の避難指示・避難勧告の発令方法を教訓として、ブロック別に発令できるか訓練をしていか

なければならない。 
・市全域に避難指示を出すことは勇気がいるが、空振りをおそれずに発令したい。その際は、 
隣接の自治体とも情報を共有していきたい。 

・CCTV カメラは情報をリアルタイムに得ることができるので判断するのに大変役立つ。鈴鹿 
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川のリアルタイム情報を得るためにさらに御協力を頂きたい。 
・今回、想定最大規模降雨に基づく洪水浸水想定区域図の見直しがされたのを契機にハザード

マップを更新して住民に分かりやすく周知をしたい。 
・出水期を迎えて防災メールが届くと不安でならない。鈴鹿川では平成 24 年に尊い人命を失っ

ている。河川改修に関してはさらなる整備の要望を行っているところだが、河川整備や対応

の遅れを早急に取り戻してほしい。鬼怒川の次は鈴鹿川にならないように事前防災に取り組

んでいきたい。 
・過去の災害では、高潮等で海岸堤防が決壊し、海からの浸水が多かったが、堤防整備により

海からの浸水被害は減った。伊勢湾台風以降は、台風や集中豪雨により河川の氾濫、内水の

氾濫で浸水被害が広がっている。 
・河口部のデルタ地区は、一度破堤すると土地が低いこともあり浸水が免れない。加えて高い

建物も少ないために垂直避難が難しい。避難勧告や避難指示は決壊してからでは遅く、いつ

の時点で発令するのかが大きな問題。 
・どの位の時間が経てば氾濫危険水位に到達するのかという時間的な情報が大事。その情報が

あれば余裕を持って住民に危険を知らせる事ができ、住民は指定避難所に避難する時間的余

裕ができる。 
・洪水浸水想定区域図、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域は非常にありがたく分かりや

すい。これをどのように住民に伝え、避難する際の参考にできるのか勉強していく。 
・ICT の情報の共有、住民への伝達、マスコミを組み入れていくことが必要であり、ターゲッ

トが絞られているので効果的に力を入れていく。 
・昭和 49 年災害の経験が薄れている。平成 24 年の越水について当時は全くのノーマークであ

った。 
・避難勧告、避難指示を発令して逃げてもらうには、防災意識の改革が必要。水防団の訓練を 
しているが、水防団の方でさえ過去の災害を知らない方もいる。ここの意識をどのように変

えていくかがか一番の課題。防災意識を変えていくため関係機関で取り組んでいきたい。 
・家族防災手帳を大人用、子供用と全戸配布している。日常生活で、災害時にはどこへ避難す

るかを記載し、家族全員が書いて共有する。手帳には過去の水害の恐ろしさ、水害での対応

方法、自分の命は自分で守ることなどが記載。 
・豪雨時には雨戸を閉めていることもあり防災無線が聞こえないこともある。防災メールも送

っているが、どこまで住民全員に情報を伝えることができるのか課題であり考えていく必要

がある。 
・昔から鈴鹿川近隣に住んでいる人は、過去に水害を経験したり、自分が経験していなくても

親や祖父母から伝え聞いている。ここまで水が来たら危ないから逃げようということを知っ

ている。この方たちの声を参考にしてタイムラインの作成を考えている。 
 
以上を踏まえて、連絡会構成員で協力して取組方針をとりまとめていくことを確認した。 
 

以上 
 

（事務局作成） 
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〇洪水時の浸水深や避難所等に関する情報を洪水関連標識として「まちなか」に表示。 

〇洪水時の浸水深や避難所等に関する知識の普及を図ることにより、発災時に安全かつス
ムーズな避難行動ができるようにする。 

洪水関連標識の設置例

浸水深の表示
（東京都北区JR赤羽駅前の例）

避難所情報の表示（新潟県見附市の例）

事例紹介「まるごとまちごとハザードマップ」 
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XXX XXX XXXX
XXX XXX XXXX

5



60

6060

6



100-8918 2-1-3
03 5253 8111 03 5253 846803-5253-8111 03-5253-8468

100-8122 1-3-4
03 3212 834103-3212-8341
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警戒対象地域の発表は、市町単位ですが、 
津市は東部と中西部、松阪市は東部と西部に
分割して発表しています。 
なお、木曽岬町と川越町は発表対象外です。 

市長・町長の避難勧告等の
発令や、住民の自主避難の
判断を支援することを目的
としています。 

注：土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害の 
  うち、避難勧告等の災害応急対応が必要な「土石流」や、 
  「集中的に発生する急傾斜地崩壊（崖崩れ）」を対象として 
  います。技術的に、予測することが困難な地すべりや深層 
  崩壊等は発表対象とはしていません。 
  また、個別の災害・発生箇所・時間・規模等を詳細に特定 
  するものでもありません。  

土砂災害警戒情報は、三重県と津地方気象台
との共同発表 です。 

警戒対象の市町名 

「土砂災害警戒情報」は「大雨警報（土砂災害）」よりもさらに危険！ 

土砂災害警戒情報は、気象と 三重県が発表する重要な情報です。 

■ 土砂災害警戒情報の発表例  

大台町での解除は 
２６日００時４０分でした。 
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○ 土砂災害発生の危険度を地理的・
時間的に認識が可能です。 

○ 隣接県の状況等を確認するなど、よ
り広域的な状況判断に有効です。 

○土壌雨量指数及び降雨の実況・予測
に基づき、土砂災害発生の危険度を
5ｋｍメッシュ毎に5段階で階級表示し
ます。 

○メッシュ情報は市町内で危険度の高
い地域の把握に有効です。 

○実況時刻、１時間先予測、２時間先予
測の中で、最大の土砂災害警戒判定
値を １０分ごとに更新しています。 

 （６時間前から最新まで、動画表示可能。） 

平成２６年８月９日 １６時３０分の表示状況    ※ ２８年５月２４日から表示画面の改善を実施 

気象庁ＨＰのアドレス 
http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/326.html?areaCode=326 

■ 気象庁ＨＰで公開している土砂災害警戒メッシュ情報 
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○平成２８年５月２４日より、市町村名や道路・鉄道・河川等の地理情報と重ね合わせた表示に改善し、分りやすくお伝えしています 

ツールをクリックする 
地図の色は背景色の選択ボタンです 

例の地図縮尺は、１０ｋｍでの表示です 

ＨＰアドレス 
http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/ 

○平成２８年５月２４日より、市町村名や道路・鉄道・河川等の地理情報と重ね合わせた表示に改善し、分りやすくお伝えしています

■ （お知らせ）土砂災害警戒メッシュ情報の表示改善 

６月１３日 ０４時１０分の状況 （背景色は白を選択） 
津市などで。大雨注意報基準に該当する黄色表示が出力。 
（１２日～１３日にかけて、大台町に大雨注意報の発表はありませんでした。） 
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※大阪府、熊本県、宮崎県では、府県の監視基準と気象台の監視基準に基づいて土砂災害警戒情報を発表しています。 
  ＨＰ上での土砂災害警戒判定メッシュ情報表示は、気象台の監視基準のみで判定しています 

■ 土砂災害警戒メッシュ情報の表示色の意味と避難行動 
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大雨時の川のはん濫の危険性を知らせる

パソコンから http://www.river.go.jp/
スマートフォンから http://www.river.go.jp/s/

住民の方々が自らはん濫の危険性を知り、的確な避難行動などに役立つように、

利用者目線に立った新しい『川の防災情報』がはじまります！

（平成２８年３月２８日夜間に開始予定）

身近な「雨の状況」、「川の水位と危険性」、「川の予警報」などを

リアルタイムでお知らせするウェブサイトです。

国土交通省

ＰＣ版 スマホ版

川の画像

川の水位

浸水想定区域図

12



■あなたが住んでいる場所の
はん濫の危険性を知ることができます。

市町村単位での表示都道府県単位での表示

・水位の変化に応じて予警報が発表されると川の表示の色が変わります。

・カメラのアイコンをクリックすると、現在の川の状況をカメラ画像で確認する
ことができます。
・レーダーによる雨の状況もわかります。

川の水位や雨の現在の状況がわかります。川の水位や雨の現在の状況がわかります。

カメラ画像

川の水位の凡例

はん濫危険水位 河川がはん濫する恐れのある水位

避難判断水位 避難情報発表の目安となる水位

はん濫注意水位 河川のはん濫の発生を注意する水位

水防団待機水位 水防団が待機する目安となる水位

・川の水位が上昇している時は水位情
報と共に の表示がされます。

・近くの川の水位が高いほど、身近で
はん濫する可能性が高まります。

・はん濫の危険性が高くなっている川
の近くでは、身の安全の確保を図るな
ど、適切な防災行動をお願いします。

川の水位で現在のはん濫の危険性がわかります。川の水位で現在のはん濫の危険性がわかります。

赤：はん濫危険情報発表

橙：はん濫警戒情報発表

黄：はん濫注意情報発表
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洪水の浸水想定区域図

洪水の浸水想定区域図で、仮にはん濫したらどこがどのくらい浸水す
る危険性があるかがわかります。
洪水の浸水想定区域図で、仮にはん濫したらどこがどのくらい浸水す
る危険性があるかがわかります。

・平成２７年９月に発生した関東・東北豪雨による鬼怒川洪水では、川の水位が
上昇し、堤防から水があふれ、堤防が決壊し、広範囲にわたり浸水しました。
・大雨時には、川の断面図やカメラ画像で、近くの川の水位を確認してください。

川の水位が堤防を超えたところ 堤防が決壊したところ

鬼
怒
川

堤
防

住
宅
地

決壊範囲

～4.0m

～0.5m
～1.0m

～2.0m

～3.0m

～5.0m

想定最大の規
模や、100年に
一度の大雨な
どではん濫し
た場合に浸水
が想定される
範囲と浸水の
深さを示した図
です。

1階軒下まで
浸かる程度

2階軒下まで
浸かる程度

5.0m～

○○市ハザードマップ

いつも持っているスマート
フォンで川の防災情報を見
ることができます。

いつも持っているスマート
フォンで川の防災情報を見
ることができます。

クリックすると
避難所の位置
などが入った
「各市町村の
水害ハザード
マップ」を見る
ことができま
す。

GPS 機 能

により、即
座にあな
たがいる
場所の状
況を表示
できます。

川の水位に応じた予警報の詳細な情
報も見ることができます。
川の水位に応じた予警報の詳細な情
報も見ることができます。

１～３時間後の
水位予測を見る
ことができます。
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使いやすくなりました

・全国、地方、都道府県、市町村と必要な表示エリアに切り替えられます。

・同じエリアで川の水位や雨の現況の図と、洪水の浸水想定区域図を切り
替えて表示できます。

※本サイトをより良いものにしていきたいと考えております。改良点等お気づきの点がございましたら、お問合せフォームからご意見ください。
※本サイトは基本的にリンクフリーです。リンクを張った際には、お手数ですが問合せフォームからご一報いただけると幸いです。

※掲載している内容は、イメージ図等が含まれているため、実際の提供画面と異なる場合があります。

2016.3版

川の防災情報では多様な情報を見ることができます川の防災情報では多様な情報を見ることができます

全国 地方 都道府県

〔川の水位や雨の現況の図〕〔浸水想定区域図〕

切替

本資料のお問合せ先 国土交通省水・管理国土保全局河川計画課 河川情報企画室 tel: 03-5253-8111
（一財）河川情報センター企画・調整部 tel: 03-3239-8171(代)

市町村

流域の
雨量

現在の雨の分布（広域レーダ・詳細レーダ）、大雨
が降っている場所等

カメラ
画像

河川沿いに設置されたカメラのライブ画像

川の水位 河川の横断面図と現在の水位、川の水位の時間
変化のグラフ、水位が高くなっている場所 等

ダム ダムの放流状況、ダム放流通知の発表状況、貯水位、全流
入量、全放流量等のデータ 等

河川の
予警報

河川の洪水予報の発表状況、河川の洪水予報
の発表文 等

水質 川や湖沼の水質（水温、pH、DO、導電率、濁度、アンモニウ
ムイオン、塩分濃度、CODのデータ）、基準値を超えている
場所 等

洪水の
浸水想定
区域図

大きな川が、はん濫した場合に想定される、その
地域の浸水の深さを色で表示した図

海岸 波高、最大波、1/3有義波、潮位、風向、風速のデータ 等

雪 積雪深 等
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水害時の対応に係る市町村向けビデオ 
（国土交通省HP掲載） 

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/suigai_video/index.html 
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１． はじめに 1 
 2 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害では、鬼怒川下流部において堤防が決壊し、3 
氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間にわたる浸水が発生した。また、4 
これらに住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほど多数の孤立者5 
が発生した。 6 
 7 
これを受け、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して、「大規模氾濫8 

に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 27 年 12 月9 
10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識10 
の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申された。この答申を11 
受け、12 月 11 日に国土交通省から、全ての直轄河川とその沿川市町村において、12 
概ね５年間で水防災意識社会を再構築する取組みを行う「水防災意識社会 再構築13 
ビジョン」が示された。 14 

 15 
鈴鹿川水系においては、「水防災意識社会 再構築ビジョン」を踏まえ、水防災意16 

識社会の再構築に向けた取組として、地域住民の安全・安心を担う 3 市（四日市市、17 
鈴鹿市、亀山市）、三重県、気象庁津地方気象台、国土交通省三重河川国道事務所18 
で構成される三重四川災害対応連絡会（以下「連絡会」という。）鈴鹿川委員会（以19 
下「委員会」という。）を開催し、減災のための目標を共有し、平成 32 年度を目処20 
にハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進することとした。 21 
 22 
鈴鹿川流域は、昭和 13 年 8 月の低気圧・前線や昭和 34 年 9 月の伊勢湾台風、23 

昭和 49 年 7 月の集中豪雨においても大きな被害が発生したところである。 24 
中流部の亀山市街地周辺は、閉鎖型の氾濫形態を有しているものの、段丘上に平25 

地が広がっており、河岸侵食に伴う家屋の倒壊・流出等をもたらす氾濫特性を有す26 
る。中流部から下流部にかけての鈴鹿市・四日市市域については、北岸側は鈴鹿山27 
麓から伸びる扇状の台地が波状に重なり、安楽川、内部川等の支川が合流する。一28 
方、南岸側は河口に至るまで沖積平野の低地が広がっており、鈴鹿川と鈴鹿川派川29 
に囲まれたデルタ地区を抱える地形的特性も有している。支川においては、流出が30 
早く短時間で河川水位が上昇するリスクを有し、本川及び派川においては、一度堤31 
防決壊による氾濫が起これば、短時間で四日市市・鈴鹿市の低平地やデルタ地区を32 
水没させるほか、浸水深が大きな地区や浸水時間が長期化する地区が生じるリスク33 
を有する。 34 

 35 
鈴鹿川では、昭和 13 年 8 月洪水を契機として昭和 17 年に直轄河川改修事業が36 

始められた。数度にわたる治水計画の変更がなされた後、平成 20 年 6 月に「鈴鹿37 
川水系河川整備基本方針」が策定され、現在、「鈴鹿川水系河川整備計画【大臣管38 
理区間】」の策定が進められているところである。これまでも、堤防整備を始めと39 
した河川改修事業が鋭意進められてきたところであるが、現在の整備水準を上回40 
るような洪水が発生した場合には、平成 28 年 5 月に公表された洪水浸水想定区域41 
図等が示すように、大規模氾濫が発生する危険性が否めないところである。 42 

 43 
委員会では、こうした鈴鹿川流域の氾濫特性及び治水事業の現状を踏まえ、円44 

滑かつ迅速な避難、より効果的な水防活動、浸水を一日も早く解消するための排45 
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水対策等、大規模氾濫時の減災対策として、平成 32 年度までに各構成機関が一体1 
的・計画的に取り組む事項について検討を進め、その結果を「鈴鹿川水系の減災2 
に係る取組方針」（以下「取組方針」という。）としてとりまとめたところである。 3 

 4 
取組方針の具体的な内容のポイントとしては、以下のとおりである。 5 

 6 
○近年、大規模浸水被害が発生していないほか、氾濫流が市町界を超えて広域に7 
拡散する特性を有していることから、水害リスクが地域住民に十分に認知され8 
ておらず、大規模水害に対する住民意識の向上を図るため、洪水浸水想定区域9 
図の分かりやすい説明・周知やハザードマップの改訂・周知、学校等における10 
防災教育に取り組む。 11 

 12 
○洪水浸水想定区域図における浸水深や浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域13 
図等に基づき、早期の立ち退き避難を前提とした避難計画の作成及び水平避難14 
を促すための工夫や、避難路の冠水等も考慮したハザードマップの改訂に取り15 
組む。 16 

 17 
○鈴鹿市、四日市市の低平地や河口デルタでは、堤防決壊した場合、短時間で氾18 
濫流が到達する一方、氾濫形態によっては地区内への避難や垂直避難が困難と19 
なり広域避難を要するため、避難勧告の発令等に着目したタイムラインを策定20 
し、タイムラインに基づくより実践的な情報伝達演習や水防演習等の実施に取21 
り組む。 22 

 23 
○社会経済活動の早期再開、幹線道路や鉄道網途絶の影響の最小化を図るため、24 
速やかに氾濫水を排水するための排水計画を事前に作成し、その計画に基づく25 
排水訓練の実施に取り組む。 26 

 27 
○住民に、よりタイムリーな情報提供ができるよう、インターネットやデジタル28 
放送等を活用した水位、CCTV 画像の情報提供の強化に加え、大規模洪水時に29 
重点的に監視すべき箇所の監視体制の構築と水防訓練や水防活動の強化に取り30 
組む。 31 

 32 
○洪水を安全に流下させるための堤防整備、河道掘削、樹木伐採等に加え、危機33 
管理型ハード対策として堤防天端の保護等に取り組む。 34 

 35 
委員会は、今後、毎年出水期前に関係機関が一堂に会し、進捗状況を共有する36 

とともに、必要に応じて取組方針の見直しを行うなどのフォローアップを行い、37 
水防災意識をさらに高めていくこととしている。 38 

 39 
なお、取組方針は、連絡会規約第 3 条を根拠として委員会において作成したも40 

のである。 41 
（※委員会で対象とする鈴鹿川水系とは、一級水系鈴鹿川のうち、鈴鹿川、鈴鹿42 

川派川、内部川、安楽川の大臣管理区間を示す。)  43 
 44 
 45 
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２． 委員会の構成 1 
 2 
委員会の構成は以下のとおりである。 3 
 4 

  5  
機関名 

 

 
役職名 

 
四日市市 
 
鈴鹿市 
 
亀山市 
 

 
市長 
 
市長 
 
市長 

 
三重県 県土整備部施設災害対策課 
 

四日市建設事務所 
 
鈴鹿建設事務所 
 

 
課長 
 
事務所長 
 
事務所長 

 
気象庁津地方気象台 
 

 
台長 

 
国土交通省三重河川国道事務所 
 

 
事務所長 
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３． 鈴鹿川流域の概要と主な課題 1 
 2 

（１）鈴鹿川流域の概要と氾濫特性 3 
   鈴鹿川水系は、三重県の北部に位置し、安楽川を合わせ河口より 5km 付近の4 

地点で鈴鹿川派川を分派したのち、内部川を合わせ伊勢湾に注ぐ幹川流路延長5 
38km、流域面積 323km2の一級河川である。 6 

氾濫域には、三重県四日市市、鈴鹿市、亀山市の 3 市があり、ＪＲ関西本線、7 
紀勢本線、伊勢鉄道、近鉄名古屋線、新名神高速道路及び東名阪自動車道、一般8 
国道１号、一般国道 23 号、一般国道 25 号等があり、この地方の交通の要衝とな9 
っている。このように発達した交通網を背景に、四日市市の臨海部には石油コン10 
ビナート群をはじめとした産業が発達し、鈴鹿市、亀山市では自動車産業や電子11 
部品等を中心とした工業が発達しており、多くの人口・資産、行政・医療機関、12 
駅といった重要な公共施設も多数存在し、経済の中枢が拡がっている。 13 
一方、鈴鹿川水系の上流部は、地質的に風化が著しく、山崩れの素因となって14 

おり、土砂の流出が多く、河川に点在する横断工作物により堆積土砂が顕著で、15 
流下能力上の阻害となっている。鈴鹿川源流から流れ出た洪水は急峻な地形の山16 
間渓谷をぬって流出し、河口部に比べて河床勾配が急な中流部の亀山市では、流17 
水の破壊力が大きく、河岸侵食による家屋の倒壊・流失等の可能性がある。 18 
また、下流部の四日市市や鈴鹿市は低平地が広がっており、一度氾濫が起これ19 

ば短時間で水没し、浸水が長期化するほか、氾濫流によって家屋の倒壊・流失等20 
の可能性があるなどの氾濫特性をもつことから、その被害は甚大となることが想21 
定される。 22 

 23 
 （２）過去の主な洪水等による被害状況 24 
 25 
  ○昭和 34 年 9 月洪水（台風第 15 号、伊勢湾台風） 26 

鈴鹿川河口では海岸堤防が 250m にわたって決壊し、旧楠町や四日市市の海岸27 
部では甚大な被害を被った。 28 
被害は、死者・行方不明者 115 名、全壊 1,250 戸、家屋浸水約 18,000 戸に及29 

んだ。※１ 30 
 31 
  ○昭和 49 年 7 月洪水（低気圧） 32 

総雨量は三重県平野部で 300mm、山間部で 400mm を越す大雨となり、安楽33 
川上流の野登では最大時間雨量 130mm に達した。 34 
この豪雨の影響で、鈴鹿川、安楽川、内部川等至るところで決壊し、伊勢湾台35 

風を上回る大出水となった。 36 
被害は、死者・行方不明者 2 名、家屋の全壊 7 戸、家屋浸水約 4,800 戸、浸水37 

面積約 7,500ha に及んだ。※２ 38 
 39 
 （３）鈴鹿川の現状と課題 40 
   鈴鹿川水系では、昭和 13 年 8 月に、記録的豪雨により未曾有の災害をうけた41 

ことから、昭和 17 年から直轄河川改修事業が始められた。数度にわたる治水計42 
画の変更がなされた後、平成 20 年に鈴鹿川水系河川整備基本方針が策定された。43 
これまでに引堤や、堤防の新設が進められてきているなど、洪水被害の軽減が図44 
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られてきている。また、鈴鹿川及び鈴鹿川派川の河口部については、昭和 28 年1 
9 月の台風の被害により高潮対策事業が実施されたが、昭和 34 年 9 月の伊勢湾2 
台風により甚大な被害を受けたことから、伊勢湾高潮対策事業として再度事業が3 
実施された。その後、平成 15 年には南海トラフ地震防災対策推進地域及び南海4 
トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定され、これまでに河口部において堤5 
防の耐震対策が実施されてきている。 6 

 7 
  こうした治水事業の現状と過去の水害を踏まえた主な課題は、以下のとおりであ8 
る。 9 

 10 
 ○ハード対策が進むにつれ、地域が洪水に対する意識が希薄となってしまうことが11 

問題であり、現状は計画堤防高に満たない堤防や質的整備が完了していない堤防12 
に加え、流下能力向上のための河道掘削も完了しておらず、現在の整備水準を上13 
回る洪水に対して、浸水被害が懸念されることから、想定される水害リスクを住14 
民に周知する必要がある。 15 

 16 
○一度氾濫が発生した場合には、沿川における家屋倒壊や広範囲で大規模な浸水の17 
発生、また氾濫流が市町界を超えて広域に拡散する特性を有しているが、水害リ18 
スクが地域住民に十分に認識されていないため、的確な避難行動のために 必要19 
な情報の提供・周知が必要であるとともに、効果的な水防活動を実施するための20 
訓練等が必要である。 21 

 22 
○鈴鹿市、四日市市の低平地や河口デルタでは、氾濫流の到達時間が早く、また浸23 
水が広範囲にわたり、加えて長期間の浸水が発生することが懸念されることから、24 
長期化する浸水を一日も早く解消するため、堤防整備等のハード対策に併せ、大25 
規模水害を想定した排水計画の作成等が必要である。 26 

 27 
以上の課題を踏まえ、鈴鹿川水系の大規模水害に備え、具体的な取組を実施する28 

ことにより、「水防災意識社会」の再構築をめざすものである。 29 
 30 
 31 
 32 
※１ 三重四川治水史より集計 33 
※２ 水害統計より集計 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
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４．現状の取組状況と課題 1 
 2 

鈴鹿川水系における減災対策について、各構成機関で現状を確認し、課題の抽3 
出を行った。 4 

 5 
①情報伝達、避難計画等に関する事項 6 

 ※現状：○ 課題：●（以下同様） 7 
項目 現状・課題 

想定される水害リスクの周知 ○ 鈴鹿川において、想定最大規模降雨における洪水

浸水想定区域を三重河川国道事務所のホームペー

ジ等で公表している。 

 

● 想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図

等の水害リスク情報が十分認識されていない。 
A

洪水時における河川管理者から

の情報提供等の内容及びタイミ

ング 

○ 河川水位の動向に応じて、水防に関する「水防警

報」や避難等に資する「洪水予報」（国交省・気象

庁共同発表）を自治体向けに通知しているととも

に、「洪水予報」については一般に周知している。

 

○ 三重河川国道事務所長から関係自治体首長に対

して情報伝達（ホットライン）の体制を確立して

いる。 

 

● 洪水予報等の防災情報の意味やその情報による

対応が住民には十分認識されていない。 
B

避難勧告、避難指示の発令基準 ○ 市は、避難勧告、避難指示の発令に関する基準を

地域防災計画に記載し、その基準に基づき発令。

 

● 住民の確実で安全な避難のために深夜や早朝を

避けての避難勧告等を発令するタイミングの難し

さや発令範囲の特定が困難である。 

C

避難場所、避難経路 ○ ハザードマップにおいて避難場所等については

指定・周知済み。 
 

○ 避難経路は図上訓練等を通して、住民自らが選定

するよう指導している。 
 

● 想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域に応じた

避難場所、避難経路の検討がされていない。 
D

● 避難に関する知識に地域格差が生じている。 
住民等への情報伝達の体制や方

法 
○ 雨量・水位情報や避難勧告等の避難に関する情報

は、メール、ホームページ、広報車、屋外スピー

カー、デジタルデータ放送等の発信が主として利

用されている。 

 

● 住民や企業が防災情報をもとに自ら判断し行う

準備行動や避難行動を啓発するための防災教育が

不十分である。 

E

● 避難勧告等の避難情報を発信している防災メー

ルへの登録について、十分に住民に普及していな

い。 
●防災スピーカーのみに頼る住民も多く、他の情報

伝達手段が浸透していない。 
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避難誘導体制 ○ 市職員、消防団員、自主防災組織が連携し、消防、

警察と調整しながら避難誘導を実施している。 
 

● 夜間、荒天時においては、避難誘導時の誘導者及

び住民双方の安全の確保が必要である。また、避

難経路が変更された場合には避難誘導体制の検討

が必要である。 

F

● 自主防災組織における安全確保の基準が設けら

れていない。 

 1 
②水防に関する事項 2 

項目 現状・課題 

河川水位等に係る情報提供 ○ 水防に係る情報としては、国土交通省が基準水位

観測所の水位の動向に即して「水防警報」を発し

た場合は、三重県に通知しており、県は水防管理

者に通知している。また、NHK を通じて津地方気

象台から水防管理者に通知がされている。 

 

○ 優先的に水防活動すべき重要水防箇所等、洪水に

対しリスクの高い区間について、水防連絡会等で

周知しているほか、水防をになう消防団や地域住

民と現地を確認している。 

 

● 水防活動の際の様々な判断をするため、現場で水

位情報を入手する手段として「川の防災情報」の

URL や QR コードを水防連絡会等で周知している

が、必ずしも活用されていない。 

G

河川の巡視区間 ○ 管理区間において、河川管理者や市職員、消防団

が巡視を実施している。 
 

● 巡視する関係者全てが河川に関するエキスパー

トではないため、全ての人が水防に関する十分な

知識を有している訳ではない。 

H

水防資機材の整備状況 ○ 各市で土のう袋やシート等を庁舎、水防倉庫など

に備蓄している。 
 

○ 三重河川国道事務所において、応急復旧用の根固

めブロックや大型土のう、土砂等を備蓄している。

 

● 備蓄資機材情報の共有や大規模災害時における

相互支援のルールが確立されていない。 
I

市庁舎、災害拠点病院等の水害時

における対応 
○ 市庁舎、支所、消防・警察等の防災機関の施設、

医療機関、学校、コミュニティセンター等の防災

基幹施設の安全化を図り、災害時における応急対

策活動拠点としての機能の整備を進めている。 

 

● 災害時に防災拠点となる施設が浸水区域内に存

在する。 
J

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
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③氾濫水の排水、施設運用に関する事項 1 
項目 現状・課題 

排水施設、排水資機材の操作・運

用 
○ 排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器は

平常時から定期的な保守点検を行うとともに、機

材を扱う職員等への教育体制も確保し、常時、災

害発生による出動体制を確保している。 

 

● 想定最大規模の洪水を対象とした被災に対する

排水計画や災害対策車両・機器の運用がなく、迅

速な対応ができない可能性がある。 

K

 2 
④河川管理施設の整備に関する事項 3 

項目 現状・課題 

被害を軽減するための整備 ○ 堤防断面が不足する区間の堤防整備や河道掘削

を実施している。 
 

● 洪水を安全に流すための対策と氾濫した場合で

も洪水被害を軽減するための対策が必要である。

L

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
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５． 減災のための目標 1 
 2 
委員会で概ね５年（平成 32 年度まで）で達成すべき減災目標は以下のとおりで3 

ある。 4 
 5 

【概ね 5 年間（平成 32 年度まで）で達成すべき目標】 6 
 7 

鈴鹿川で発生し得る大規模な水害に対し、「住民の防災意識の向上」、

「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」を目指す。 

※大規模な水害：想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水（越水・侵食・洗掘）による氾濫被害 8 
※逃げ遅れ：立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態  9 
※社会経済被害の最小化：大規模な水害による社会経済被害を軽減し、早期に再開できる状態 10 

 11 
また、上記目標達成に向け、今後概ね 5 年間で河川管理者が実施するハード対12 

策（※）に加え、以下の取組を実施する。 13 
 14 
１．迅速な避難と被害の最小化に向けた地域住民の防災意識向上のための取組 15 
２．避難行動の確実化に向けた迅速かつ的確な情報提供を行うための取組 16 
３．氾濫による被害の軽減のための迅速かつ的確な水防活動・排水活動の取組 17 

 18 
（※）河川管理者が実施するハード対策とは、以下の対策をいう 19 
洪水を安全に流すためのハード対策：堤防整備・河道掘削等の流下能力向上対策、浸透・パイピング対 20 

策、侵食・洗掘対策 21 
危機管理型ハード対策：決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策 22 

 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
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６． 概ね５年間で実施する取組 1 
 2 
氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識3 

社会」を再構築することを目的に、各機関が取り組む主な取組項目・目標時期・4 
取組機関については、以下のとおりである。 5 

 6 
１）迅速な避難と被害の最小化に向けた地域住民の防災意識向上のための取組 7 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項 

・想定最大外力を対象とした洪水浸水想定区域図の

策定・公表 
A H28.5.31 

公表済 
三重河川国道 

・想定最大外力を対象とした氾濫シミュレーション

の公表 
A H28 年度中 三重河川国道 

・想定最大外力を対象とした洪水浸水想定区域図を

基にした洪水ハザードマップの改訂・周知 
A H29 年度から 

検討実施 
市 

・首長も参加したロールプレイング等の実践的な洪

水に関する避難訓練の実施 
C,D 引き続き実施 市 

・日常から水災害意識の向上を図り、迅速な避難を

実現するため、まるごとまちごとハザードマップを

整備 

D マニュアル改訂

後に検討 
市 

・小学生も理解しやすいテキストを作成し、学校等

における水災害教育の実施 
B,E 引き続き実施 三重河川国道、県、市

・要配慮者施設における避難計画の策定及び訓練の

促進 
D,E,F 引き続き実施 三重河川国道、市 

・防災意識の向上に繋がる、効果的な「水防災意識

社会」再構築に役立つ広報や資料の作成 
B,E 引き続き実施 三重河川国道、県、市

・市民向けの防災講座において有識者と連携した情

報の発信 
E 引き続き実施 市 

 8 
２）避難行動の確実化に向けた迅速かつ的確な情報提供を行うための取組 9 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

■情報伝達、避難計画等に関する事項

・避難勧告の発令等に着目したタイムラインの策定 C 引き続き実施 三重河川国道、津地方気

象台、県、市 
・タイムラインを踏まえた水害対応チェックリスト

の作成 
C 引き続き実施 三重河川国道、市 

・想定最大規模の洪水浸水想定区域を踏まえた避難

勧告等の発令基準の見直し 
C 必要に応じて

実施 
市 

・避難勧告・指示の発令対象エリアと発令順序の検

討 
C 引き続き実施 三重河川国道、市 

・洪水浸水想定区域内に避難場所があるなど、水害

時に着目した指定避難場所の見直し 
D 引き続き実施 市 

・情報伝達の相手先・手段・内容等を確認するため

の洪水対応演習の実施 
E 毎年度、出水期

までに実施 
三重河川国道、津地方気

象台、県、市 
・三重河川国道事務所と各自治体で設置する「情報

連絡室」を活用し、雨量・水位や数時間先の水位予

測などの早期の情報共有を図る 

E 引き続き実施 三重河川国道、県、市 

・報道機関を通じた迅速かつ的確な情報発信、L アラ

ート、L 字放送を用いた情報発信 
 
 

E 引き続き実施 三重河川国道、県、市 
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■円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項 

・住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援す

るため、スマートフォンを活用したリアルタイム情

報の提供やプッシュ型情報の発信 

B,E,G 引き続き実施 三重河川国道、県、市 

・円滑かつ迅速な避難に資するための防災行政無線

の補強などの施設（ハード）整備 
D 必要に応じて

検討 
市 

 1 
３）氾濫による被害の軽減のための迅速かつ的確な水防活動・排水活動の取組 2 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項 

・消防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練 G,H,I 毎年度、出水期

までに実施 
市 

・関係機関が連携した実働水防訓練 G,H,I 毎年度、出水期

までに実施 
三重河川国道、県、市 

・迅速かつ的確な水防活動のための河川管理者と消

防団の水防工法などの意見交換 

G 引き続き実施 三重河川国道、市 

・重要水防箇所など水害リスクの高い区間を消防団

等と共同点検 

G,H,I 引き続き実施 三重河川国道、津地方気

象台、県、市 
・大規模洪水の減少により、実際の水防活動経験者

が減少するなか消防団員に対しての教育（水防工法

の伝承、安全教育）を実施 

G,H,I 引き続き実施 三重河川国道、市 

・消防団の円滑な水防活動を支援するための簡易水

位計や量水表等の設置 

G 引き続き実施 三重河川国道、市 

・住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援す

るため、スマートフォンを活用したリアルタイム情

報の提供やプッシュ型情報の発信（再掲） 

B,E,G 引き続き実施 三重河川国道、県、市 

■市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項 

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指

定の促進 

J 引き続き実施 三重河川国道、市 

・住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援す

るため、スマートフォンを活用したリアルタイム情

報の提供やプッシュ型情報の発信を行う（再掲） 

B,E,G 引き続き実施 三重河川国道、県、市 

・災害拠点病院・大規模工場等へ浸水リスクの説明

と水害対策等の啓発活動 

J 引き続き実施 三重河川国道、市 

■一刻も早い生活再建や社会経済活動の回復を可能とするための排水活動に関する事項 

・氾濫水を迅速に排水するため、排水施設情報の共

有・排水手法等の検討を行い、大規模水害を想定し

た排水計画を作成 

K H29 年度から

検討実施 
三重河川国道、県、市 

・排水計画に基づく排水訓練の実施 K H30 年度～ 三重河川国道、県、市 

・堤防決壊時の対応（情報伝達、復旧工法、排水計

画の検討など）を演習することを目的に、堤防決壊

シミュレーションを実施 

K 引き続き実施 三重河川国道、市 

・施設・庁舎の耐水化 K 必要に応じて

実施 
三重河川国道、県 

・水害 BCP(事業継続計画）の作成 K 必要に応じて

実施 
三重河川国道、県、市 

 3 
 4 
 5 
 6 
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４）河川管理者が実施するハード対策 1 
主な取組項目 目標時期 取組機関 

・優先的に対策が必要な堤防整備や河道掘削などの

洪水を安全に流すためのハード対策及びアスファル

トによる天端の保護などの危機管理型ハード対策の

実施 

L H32 年度 三重河川国道 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
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７． フォローアップ 1 
 2 
各構成機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計3 

画等に反映することによってその位置づけを明確化し、より組織的、計画的、継4 
続的に取り組むこととする。 5 

 6 
今後、取組方針に基づき各構成機関が連携して減災対策を推進し、毎年出水期7 

前に開催する委員会において進捗状況を確認するとともに、必要に応じて取組方8 
針の見直しを行う。 9 

 10 
また、実施した取組についても訓練・防災教育等を通じて習熟、改善を図るな11 

ど、継続的にフォローアップを行うこととする。 12 
 13 

なお、委員会は、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開発の動向等を14 
収集した上で、随時、取組方針を見直すこととする。 15 



「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく 
鈴鹿川水系の減災に係る取組方針(案) 
【取組方針の主な内容のポイント】 

 
 
 
 

平成28年8月26日 

資料3 

          三重四川災害対応連絡会鈴鹿川委員会 
 四日市市、鈴鹿市、亀山市、三重県県土整備部、三重県四日市建設事務所、 
 三重県鈴鹿建設事務所、気象庁津地方気象台、国土交通省三重河川国道事務所 
 



大規模水害に対する住民意識の向上【国、県、市】 

大規模水害に対する住民意識の向上を図るため、洪水浸水想定区域図の分かりやすい説明・周知や
ハザードマップの改訂・周知、学校等における防災教育の実施 

近鉄

国道23号

ＪＲ

伊勢自動車道

四日市市役所

亀山市役所

国道1号

国道25号

国道25号

中勢バイパス

四日市あすなろう鉄道

北勢バイパス

鈴鹿市役所

出
三重河川国道事務所

鈴鹿出張所

東名阪自動車道

鈴鹿川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

近鉄

国道23号

ＪＲ

伊勢自動車道

四日市市役所

亀山市役所

国道1号

国道25号

国道25号

中勢バイパス

四日市あすなろう鉄道

北勢バイパス

鈴鹿市役所

出
三重河川国道事務所

鈴鹿出張所

東名阪自動車道

鈴鹿川水系洪水浸水想定区域図［浸水継続時間］(想定最大規模) 

道路・鉄道網、市役所や駅等のランドマーク情報を追加し、 
より分かりやすい洪水浸水想定区域へ改良 

水防法に基づく洪水浸水想定区域図 分かりやすくした洪水浸水想定区域図

ハザードマップ事例（兵庫県ＣＧハザードマップ） 

学校や地域での防災教育 

鈴鹿川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

鈴鹿川水系洪水浸水想定区域図［浸水継続時間］(想定最大規模) 

鈴鹿川の事例 

1

計画規模 想定最大規模 

どういう想定なのかを分かりやすく どういう想定なのかを分かりやすく

浸水想定区域の前提となっている条件

【H28年度度中】 

【H28年度度中】 



想定最大外力を対象とした洪水浸水想定区域図における浸水深、浸水継続時間、家屋等倒壊等氾濫
想定区域図等に基づき、早期の立ち退き避難を前提とした避難計画の作成、水平避難や避難路の冠
水等も考慮したハザードマップの改訂 

早期の立ち退き避難を前提とした避難計画や洪水ハザードマップの改訂【市】   

近鉄

国道23号

ＪＲ

伊勢自動車道

四日市市役所

亀山市役所

国道1号

国道25号

国道25号

中勢バイパス

四日市あすなろう鉄道

北勢バイパス

鈴鹿市役所

出
三重河川国道事務所

鈴鹿出張所

東名阪自動車道

鈴鹿川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

近鉄

国道23号

ＪＲ

伊勢自動車道

四日市市役所

亀山市役所

国道1号

国道25号

国道25号

中勢バイパス

四日市あすなろう鉄道

北勢バイパス

鈴鹿市役所

出
三重河川国道事務所

鈴鹿出張所

東名阪自動車道

鈴鹿川水系洪水浸水想定区域図［浸水継続時間］(想定最大規模) 

近鉄

国道23号

ＪＲ

伊勢自動車道

四日市市役所

亀山市役所

国道1号

国道25号

国道25号

中勢バイパス

四日市あすなろう鉄道

北勢バイパス

鈴鹿市役所

出
三重河川国道事務所

鈴鹿出張所

東名阪自動車道

鈴鹿川水系洪水浸水想定区域図［家屋倒壊等氾濫想定区域］(氾濫流) 

近鉄

国道23号

ＪＲ

伊勢自動車道

四日市市役所

亀山市役所

国道1号

国道25号

国道25号

中勢バイパス

四日市あすなろう鉄道

北勢バイパス

鈴鹿市役所

出
三重河川国道事務所

鈴鹿出張所

東名阪自動車道

鈴鹿川水系洪水浸水想定区域図［家屋倒壊等氾濫想定区域］(河岸侵食) 

事例：鈴鹿市防災マップ 

現行ハザードマップの改訂 

浸水深や浸水継続時間、 
家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸侵食） 
を総合的に考慮して、立ち退き避難地区を設定 

出典：水害ハザードマップの手引き（H28.4）国土交通省

早期の立退き避難が必要な区域の表示例 

【H29年度から検討実施】 2



堤防決壊をした場合、短時間で氾濫流が到達する一方、氾濫形態によっては地区内への避難や垂直
避難が困難となり広域避難を要するため、避難勧告の発令等に着目したタイムラインを策定し、タ
イムラインに基づくより実践的な情報伝達演習等を実施 

情報伝達・避難計画等に関する事項 避難勧告の発令等に着目したタイムラインの策定と実践的な演習【国、県、市】 

×
破堤 凡 

例

○○河川事務所 住民等○○市
気象・水象情報

水防団待機水位到達
○○水位観測所（水位○○m）

水防警報（待機・準備）

氾濫注意水位到達
○○水位観測所（水位○○m）

第一次防災体制

避難判断水位到達
○○水位観測所（水位○○m）

洪水予報（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
○○水位観測所（水位○○m）

洪水予報（氾濫危険情報）

水防警報（出動）

○水防団指示

第二次防災体制

第三次防災体制

第四次防災体制

○ホットライン

○○地区避難勧告

○○地区避難準備情報

○1時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

○10分ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

○避難所開設の準備

堤防天端水位到達・越流 洪水予報（氾濫発生情報） ○○地区避難指示

避難完了

要配慮者避難開始

○大雨警報・洪水警報発表

○台風に関する気象庁記者会見

氾濫発生

○避難が必要な状況が夜間・早朝の
場合は、避難準備情報の発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・操作確認

○連絡要員の配置

○管理職の配置

避難開始

○首長若しくは代理者の登庁

○リエゾンの派遣

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○水防警報（指示）

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○要配慮者施設、地下街、大規模
事業者に洪水予報伝達

○災害対策機械の派遣要請

○災害対策機械の派遣

◇台風予報-72h

-48h

-24h

-18h

-12h

0h

◇大雨特別警報発表

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

-6h

○テレビ、ラジオ、インターネット等に
よる気象警報等の確認

○防災無線、携帯メール等による避
難準備情報の受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○テレビ、インターネット、携帯メール
等による大雨や河川の状況を確認

○防災無線、携帯メール等による避
難指示・避難勧告の受信

○CCTVによる監視強化

○ダム事前放流の指示・確認

【注意体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場等の操作

○応援体制の確認・要請（防災エキスパート等）

○漏水・侵食情報提供

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC FORCEの活動

○水防団等への注意喚起

○自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避
難ルートの確認

※台風上陸

◇暴風警報発表

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する○○県気象情報（随時）

○大雨注意報・洪水注意報発表

○大雨特別警報の住民への周知

◇台風に関する気象庁記者会見

○ホットライン（○○気象台）

最終的な危険回避行動

避難勧告に着目したタイムラインの整備 

浸水到達時間の事例（鈴鹿川右岸3k地点で破堤した場合） 情報伝達演習 

水防演習(訓練)状況 

【引き続き実施】 3



排水ポンプ車配置検討…浸水エリアに応じた排水ポンプ車の配置場所、進入経路、必要台数、燃料補給計画、
作業時間などを検討 

排水ポンプ車 

排水計画イメージ 

排水計画の策定、計画に基づく排水訓練【国、県、市】 

社会経済活動の早期再開、幹川道路や鉄道網途絶の影響の最小化を図るため、速やかに氾濫水を排
水するための排水計画を事前に作成し、その計画に基づく排水訓練の実施 

出典：濃尾平野の排水計画（第１版）平成25年8月・中部地方整備局河川部

排水訓練 

茨城県常総市での排水活動状況（平成27年9月・中部地方整備局）

4

【H29年度から検討実施】 

【H30年度から実施】 



災害拠点病院・大規模工場等へ
浸水リスクの説明、水害対策等の
啓発活動

XRAIN
（XバンドMPレーダー） 

河川ライブカメラ(静止画像） 防災みえ.jp 

雨量・水位情報

集中豪雨や
局地的な大雨を

把握

川の防災情報 

出典：国土交通省 

雨の状況
水位、予警報

浸水想定区域図

防災行政無線等の増設 

防災情報メール 

組織間の情報共有

円滑で確実な避難行動、迅速な水防活動のための情報発信等【国、県、市】 

避難行動を促すため、迅速な水防活動を支援するためのスマートフォン等を活用したリアルタイム
情報の提供やプッシュ型情報の発信等を実施 

インターネット配信する
箇所を順次拡大

住民の避難行動を促し、迅速
な水防活動を支援するための
新たな情報配信 

洪水予報等の情報を
プッシュ型で配信

5
三重河川国道 
事務所⇔市



※鈴鹿川では約20km ※鈴鹿川では約5km 

河川管理者が実施するハード対策【国】 

洪水を安全に流下させるための堤防整備、河道掘削、樹木伐採等に加え、危機管理型ハード対策と
して堤防天端の保護等の実施 

危機管理型ハード対策 

堤防天端の保護 堤防裏法尻の補強【H32年度まで】 【H32年度まで】 
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 各構成機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計
画や地域防災計画等に反映することによってその位置づけを明確
化し、より組織的、計画的、継続的に取り組むこととする。 
 
 今後、取組方針に基づき各構成機関が連携して減災対策を推進
し、毎年出水期前に開催する委員会において進捗状況を確認する
とともに、必要に応じて取組方針の見直しを行う。 
 
 また、実施した取組についても訓練・防災教育等を通じて習熟、
改善を図るなど、継続的にフォローアップを行うこととする。 
 
 なお、委員会は、全国で作成される他の取組方針の内容や技術
開発の動向等を収集した上で、随時、取組方針を見直すこととす
る。 
 

フォローアップ 
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三重四川災害対応連絡会鈴鹿川委員会の今後のスケジュール(案) 

○事前説明会（平成28年3月10日） 
 「水防災意識社会 再構築ビジョン」について 

○三重四川災害対策連絡会（準備会議）平成28年4月26日 
 三重四川災害対応連絡会規約変更 

○第1回委員会（平成28年7月1日） 
 ・現状の水害リスク情報や取組状況の共有 
 ・減災のための目標（案）及び取組方針（案）について 

○第2回委員会（平成28年8月26日） 
 ・取組方針のとりまとめ 

○委員会（平成29年以降 毎年出水期前を目途） 
 ・取組のフォローアップ 

平
成
27
年 

平
成
28
年 

平
成
29
年
～ 

資料4 
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